
 
 

●香川県告示第41号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、 

急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 その関係図書は、香川県土木部河川砂防課及び香川県高松土木事務所管理課において縦覧に供する。 

  令和７年２月28日 

                          香川県知事  池  田  豊  人   

 次に掲げる地番の土地並びに同地番に介在する道路敷及び水路敷（別図に示す部分に限る。） 

  区域名   郡市名   町名   大字名   字名      地        番 

八日山  香川郡  直島町       八日山  863番、866番、867番、870番、871 

                         番、875番１、875番２、876番、880 

番１、880番２、883番、884番１、 

885番、889番１、889番３、912番、 

913番２、91 4番１、914番２、915番、 

917番、918番、933番、935番、 

936番、937番、938番、939番、 

940番、941番、942番、943番、 

944番、945番、946番、947番、 

950番、951番、952番、953番１、 

953番２、4749番１、4749番２、4749番 

３、4749番４、4749番５、4749番６、 

4749番７、4749番８、4749番９、4749番 

10、4749番11、4749番12、4749番14、 

4750番、4751番 

（「別図」は、省略し、その図面を香川県土木部河川砂防課及び香川県高松土木事務所管理課に備

え置いて縦覧に供する。） 

 


